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第６章 契約 

第１節 一般競争入札 

（一般競争入札参加者の資格） 

第１０１条 契約権者は、施行令第１６７条の４第２項各号の規定に該当する者を、同項に

規定する期間、一般競争入札に参加させてはならない。 

２ 施行令第１６７条の５第１項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、

市長が必要の都度これを定める。 

（資格の確認等） 

第１０２条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）

が施行令第１６７条の４第１項及び前条第１項の規定による制限を受ける者でないこと並

びに同条第２項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加願（様式第６４号）

により申し出させて確認をしなければならない。 

２ 契約権者は、前項の規定により資格の有無を確認したときは、当該入札参加者にその結

果を通知しなければならない。 

（入札の公告） 

第１０３条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の前日から起算して１０

日（急施を要する場合にあっては５日）前までに、次に掲げる事項をインターネットホー



ムページ等により公告しなければならない。 

（１） 入札に付する事項 

（２） 入札に参加する者に必要な資格 

（３） 入札執行の場所及び日時 

（４） 契約条項、その他入札に必要な書類を示す場所及び日時 

（５） 入札保証金に関する事項 

（６） 入札無効に関する事項 

（７） 契約が議会の議決を要するものであるときの契約の成立時期 

（８） 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項 

２ ５０００万円以上の建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわら

ず、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第６条第１項に規定する見積期間によ

らなければならない。 

（入札保証金） 

第１０４条 契約権者は、入札参加者をして、その者の見積もる契約金額の１００分の５以

上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該

当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 

（１） 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結した

とき。 

（２） 入札参加者が過去２年間に市、国（公団等を含む。）又は他の地方公共団体と種

類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に

履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれが

ないと認められるとき。 

（３） 不用の決定をした物品の売払いに係る入札の場合又は前２号に掲げるもののほか、

前号に準ずるものであって入札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めら

れるとき。 

２ 前項に規定する入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができ

る。 

（１） 国債又は地方債 

（２） 特別の法律により法人の発行する債券及び市長が確実と認める社債券 

（３） 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした



手形 

（４） 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 

（５） 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 

（６） 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 

３ 前項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 前項第１号に掲げる担保 額面金額 

（２） 前項第２号に掲げる担保 額面金額又は登録金額（発行価額が額面金額又は登録

金額と異なるときは、発行価額）の１０分の８に相当する金額 

（３） 前項第３号に掲げる担保 手形金額（その手形の満期の日が未到来であるときは、

提出した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場におけ

る手形の割引率によって割り引いた金額） 

（４） 前項第４号に掲げる担保 小切手金額 

（５） 前項第５号に掲げる担保 定期預金債権証書に記載された債権金額 

（６） 前項第６号に掲げる担保 その保証する金額 

（入札保証金の還付等） 

第１０５条 入札保証金（その納付に代えて提供された担保を含む。）は、入札終了後、直

ちに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、

又は契約保証金の納付に振り替えることができる。 

（予定価格） 

第１０６条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その予定価格を定め、予定

価格調書（様式第６５号）を作成して封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなけれ

ばならない。 

２ 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価額の総額について定めるものとする。ただ

し、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合において

は、単価についてその予定価格を定めることができる。 

３ 予定価格は、契約の目的となる物件、工事又は役務について、取引の実例価格、需給の

状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならな

い。 

（最低制限価格の決定） 



第１０７条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低

制限価格を設ける必要があるときは、予定価格の決定の例によりこれを定めなければなら

ない。 

２ 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、前条第１項の予定価格調書に当該最低

制限価格を合わせて記載しなければならない。 

３ 最低制限価格を設ける場合には、第１０３条の規定による公告において、その旨を明ら

かにしなければならない。 

（入札の方法） 

第１０８条 契約権者は、入札参加者をして、入札執行の場所及び日時に入札書（様式第６

６号）を提出させなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、契約権者は、入札参加者をして、指定する日時までに、入札

に係る事務を処理するための電子情報処理組織を使用して作成し、かつ、同項の入札書に

記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出させることができる。この場合において、当

該電磁的記録は、契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされ

たときに提出されたものとみなす。 

３ 入札書は、郵便により提出させることができる。この場合においては、入札書在中の旨

を表記した封筒に封入の上、更にこれを封書にして書留の取扱いにより提出させなければ

ならない。 

４ 前項の規定により提出させる入札書は、開札時刻までに到達したものに限り、これを受

理する。 

５ 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。 

（入札の無効） 

第１０９条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１） 入札に参加する資格のない者のした入札 

（２） 入札保証金を納付させる場合、入札保証金を納付しない者又はその金額に不足の

ある者のした入札 

（３） 同一の入札について、２以上の入札をした者の入札 

（４） 同一の入札について、２人以上の入札者の代理人となった者の入札 

（５） 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札 

（６） 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を



訂正した入札 

（７） 委任状を持参しない代理人のした入札 

（８） 記名押印を欠く入札（電子入札システムによる場合にあっては、電子証明書を取

得していない者のした入札） 

（９） 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札 

（落札通知） 

第１１０条 契約権者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなけれ

ばならない。 

（再度公告入札） 

第１１１条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない

場合においては、施行令第１６７条の８第４項の規定により再度の入札を行う場合を除き、

更に公告して、一般競争入札に付することができる。 

第２節 指名競争入札 

（指名競争入札の参加者の資格） 

第１１２条 施行令第１６７条の１１第２項の規定による指名競争入札に参加する者に必要

な資格は、市長が別に定める。 

（指名競争入札の参加者の指名） 

第１１３条 契約権者は、指名競争入札に付そうとするときは、別に定めるところにより、

当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから当該入札に参加させようとす

る者を３人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りで

ない。 

２ 前項の規定により入札者を指名したときは、第１０３条第１項第１号及び第３号から第

８号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。 

（一般競争入札に関する規定の準用） 

第１１４条 第１０１条第１項及び第１０４条から第１１０条までの規定は、指名競争入札

の場合に準用する。この場合において、第１０７条第３項中「第１０３条の規定による公

告」とあるのは、「第１１３条第２項の規定による通知」と読み替えるものとする。 

第３節 随意契約及び競り売り 

（随意契約によることができる場合） 

第１１５条 施行令第１６７条の２第１項第１号の規定により規則で定める額は、次の各号



に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 工事又は製造の請負 ２００万円 

（２） 財産の買入れ １５０万円 

（３） 物件の借入れ ８０万円 

（４） 財産の売払い ５０万円 

（５） 物件の貸付け ３０万円 

（６） 前各号に掲げるもの以外のもの １００万円 

（特定の随意契約に係る手続） 

第１１５条の２ 施行令第１６７条の２第１項第３号及び第４号の規則で定める手続は、次

に掲げるとおりとする。 

（１） 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について公表する

こと。 

ア 契約の名称及び概要 

イ 契約の相手方に必要な資格 

ウ 契約の相手方の決定方法 

エ 見積書の提出方法 

オ 担当課室所名 

カ アからオまでに掲げるもののほか、契約権者が必要と認める事項 

（２） 契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項について公表すること。 

ア 契約に係る物品又は役務の名称、数量等 

イ 契約を締結した日 

ウ 契約の相手方の氏名又は名称 

エ 契約金額 

オ 契約の相手方とした理由 

カ 担当課室所名 

キ アからカまでに掲げるもののほか、契約権者が必要と認める事項 

２ 前項各号の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行う。 

（見積書の徴取） 

第１１６条 契約権者は、随意契約により契約しようとするときは、２人（次の各号のいず

れかに該当する場合は、１人）以上の者から見積書を徴さなければならない。 



（１） 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。 

（２） １件の契約金額が１０万円未満の物品の購入、印刷製本又は修繕をするとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、郵便切手、郵便はがき、収入印紙等専売価格の定めがあるも

の若しくは定期刊行物、法令集の追録等の購入又は契約の目的若しくは性質により見積書

を徴し難いと認められる契約については、見積書を徴さないことができる。 

（随意契約の予定価格） 

第１１７条 契約権者は、随意契約により契約しようとするときは、第１０６条の規定に準

じて予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価

格調書の作成を省略することができる。 

（競り売り） 

第１１８条 契約権者は、競り売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をして

競り売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者から

競り売り人を選び、職員を立ち会わせて競り売りを行うことができる。 

２ 第１０１条から第１０６条までの規定は、競り売りについて準用する。 

第４節 契約の締結 

（入札に付した契約の締結期間） 

第１１９条 契約権者は、落札の通知を発した日から起算して５日以内（休日を含まない）

に契約（議会の議決に付すべきものについては、仮契約。本条及び次条において同じ。）

を締結しなければならない。ただし、落札者が契約の締結に応じられないやむを得ない事

由があると認められる場合は、その期限を延長することができる。 

２ 契約権者は、落札者が前項の期間内に契約の締結に応じないときはその落札は効力を失

う旨第１０３条の規定による公告又は第１１３条第２項の規定による通知において明らか

にしなければならない。 

（契約書の作成） 

第１２０条 契約権者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約

書を作成して、契約の相手方（以下「契約者」という。）とともに当該契約書に記名押印

するものとする。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。 

（１） 契約の目的 

（２） 契約金額 

（３） 履行期限又は期間 



（４） 契約保証金に関する事項 

（５） 契約履行の場所 

（６） 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

（７） 監督及び検査に関する事項 

（８） 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

に関する事項 

（９） 危険負担に関する事項 

（１０） 契約不適合責任に関する事項 

（１１） 契約に関する紛争の解決方法 

（１２） 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 前項の規定にかかわらず、１件の金額が３０万円（公有財産を購入する場合を除く。）

を超えない契約については、契約書に代え、請書によることができる。 

（契約書等の省略） 

第１２１条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契

約書の作成及び請書を省略することができる。 

（１） １件の金額が１０万円を超えない随意契約をするとき。 

（２） 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取

るとき。 

（３） 官公署と契約をする場合において、契約書を作成する必要がないと認められると

き。 

（４） 競り売りに付するとき。 

（５） 市と用品購入単価契約をしている物品を購入するとき。 

（６） 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。 

（議会の議決を必要とする契約） 

第１２２条 契約権者は、由利本荘市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（平成１７年由利本荘市条例第５４号）の規定により、議会の議決を必要とす

る契約を締結しようとするときは、当該契約者と仮契約を締結し、当該仮契約書に議会の

議決を得たときに本契約として成立する旨の文言を付記しなければならない。 

２ 契約権者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその

旨を契約者に通知しなければならない。 



（契約保証金） 

第１２３条 契約権者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして、契約金額の１００

分の１０以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 

（１） 契約者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したと

き。 

（２） 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及

び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の３第２号の規定に基づき財務大臣

が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 

（３） 契約者が、過去２年間に市、国（公団等を含む。）又は他の地方公共団体と種類

及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履

行した実績を有する者であり、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認め

られるとき。 

（４） 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 

（５） 財産を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。 

（６） 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

（７） 契約金額が３００万円未満の契約を締結したとき。 

２ 前項に規定する契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができ

る。 

（１） 第１０４条第２項各号に掲げる担保 

（２） 保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８

４号。以下「前払法」という。）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同

じ。）の保証 

３ 第１０４条第３項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項第

６号中「前項第６号」とあるのは、「前項第６号又は第１２３条第２項第２号」と読み替

えるものとする。 

（契約保証金の還付） 

第１２４条 契約保証金（その納付に代えて提供された担保を含む。）は、契約者が契約を

履行したとき、又は第１２７条の規定による契約の解約があったときは、直ちに還付する



ものとする。ただし、公有財産又は物品の売払いの契約において、契約保証金を売払代金

に充当することにより、売払代金が完納されることとなり、かつ、契約者が契約上のその

他の義務の履行を怠るおそれがないと認めるときは、契約保証金を売払代金に充当するこ

とができる。 

第１２５条 削除 

（契約の変更等） 

第１２６条 契約権者は、必要があると認めるときは契約者と協議し、又は契約者からその

責めに帰することのできない事由により履行期限の延長の申出があったときはその内容を

調査して、当該契約を変更することができる。 

２ 契約権者は、前項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに、第１

２０条から第１２２条までの規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請

書を提出させなければならない。 

３ 契約権者は、契約者からその責に帰すべき事由により履行期限の延長の申出があったと

きは、その内容を調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延

長を承認することができる。 

（契約の解約） 

第１２７条 契約権者は、契約者からその責めに帰することのできない事由により契約の解

約の申出があったときは、その内容を調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を

解約することができる。 

（契約の解除） 

第１２８条 契約権者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、約定により当該契約を解除することができる。 

（１） 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。 

（２） 契約者の責めに帰すべき事由により履行期限までに給付を完了する見込みがない

とき。 

（３） 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、契約条項に違反する行為があったとき。 

２ 契約権者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、解除する理由を明らか

にした文書をもって当該契約者にその旨を通知しなければならない。 

第５節 契約の履行 



（権利義務の譲渡禁止） 

第１２９条 契約権者は、契約者をして、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡

させ、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承

認を得たときは、この限りでない。 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第１３０条 契約権者は、契約者をして、契約の履行について、その全部又は大部分を一括

して第三者に委任させ、又は請け負わさせてはならない。ただし、あらかじめその内容を

明らかにして、市長の承認を得たときは、この限りでない。 

（部分払） 

第１３１条 契約権者は、契約に基づく給付の既済部分又は既納部分に対しその完済又は完

納前に代金の一部を支払う特約があるときは、工事、製造その他の請負契約にあってはそ

の既済部分に対する代価の１０分の９、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する

代価の範囲内において、部分払をすることができる。ただし、性質上可分の工事、製造そ

の他の請負契約に係る完済部分にあってはその代価の全額までを支払うことができる。 

２ 工事の請負においては、既済部分（継続費又は債務負担行為に係る工事であって２箇年

度以上にわたるものにあっては、各年度の出来高予定額に対する当該年度の工事の既済部

分）が次の各号に掲げる出来高となった場合に部分払をすることができる。 

（１） 次条の規定に基づく前払金を受けた工事 工事の既済部分が１０分の５以上 

（２） 次条の規定に基づく前払金を受けていない工事で契約金額が５００万円以上の工

事 

ア 請負代金額が２千万円以下の工事 

第１回の部分払 工事の既済部分が１０分の３以上 

第２回の部分払 工事の既済部分が１０分の７以上 

イ 請負代金額が２千万円を超える工事 

第１回の部分払 工事の既済部分が１０分の３以上 

第２回の部分払 工事の既済部分が１０分の５以上 

第３回の部分払 工事の既済部分が１０分の８以上 

３ 前項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは、前項の

額から、その額に契約金額に対する前払金額の割合を乗じて得た額を控除しなければなら

ない。 



（公共工事に要する経費の前金払） 

第１３２条 契約権者は、契約者が保証事業会社と前払法第２条第５項に規定する保証契約

を締結し当該保証契約書（以下「保証証書」という。）を寄託した場合は、約定により前

金払をすることができる。 

２ 前項の規定による前払金は、契約金額が２００万円以上の契約について、１，０００円

を単位として支払うことができるものとする。 

３ 第１項の規定による前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。ただし、省令附

則第３条第１項に規定する土木建築に関する工事にあっては１０分の４以内とする。 

４ 前項ただし書に規定する工事で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものにつ

いては、当該工事に要する経費について前項の規定による前金払いのほか、１，０００円

を単位として、契約金額の１０分の２以内の前金払をすることができる。 

（１） 契約金額が２００万円以上であること。 

（２） 工期の２分の１を経過していること。 

（３） 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該

工事に係る作業が行われていること。 

（４） 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の

額に相当するものであること。 

５ 前２項の規定による前払金の使途の範囲は、契約権者が必要と認めた経費に限る。 

６ 市の歳計現金保有状況等により、前払金を減少し、又は支払わないことができる。 

７ 前金払をした後に設計変更等の事由により契約金額を増額しても、前金払は増額しない

ものとする。ただし、当該契約金額の増額が著しく多額である場合で、市長がやむを得な

いと認める場合は、この限りでない。 

８ 契約権者は、第１２６条第１項又は第３項の規定により工期の変更をした場合には、契

約者をして直ちに前払金の保証契約を変更させ、変更後の保証証書を寄託させなければな

らない。前項ただし書の規定により前金払を増額しようとする場合においても同様とする。 

９ 契約権者は、契約者をして、第１項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当該保証契約の相

手方である保証事業会社が定め、及び契約権者が認めた措置を講じさせることができる。

この場合において、当該契約者は、当該保証証書を契約権者に寄託したものとみなす。 

（義務違反による前払金の返還） 



第１３３条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の規定による

前払金の全部又は一部を返還させることができる。 

（１） 契約者が前払金を当該公共工事以外の目的に使用したとき。 

（２） 契約者がその契約義務を履行しないとき。 

（３） 当該公共工事に係る契約を解約し、又は解除したとき。 

第１３４条 削除 

第６節 監督及び検査 

（監督） 

第１３５条 契約権者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しく

は職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。 

２ 前項の規定により監督を行う者（以下「監督職員」という。）は、契約書、仕様書、設

計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、試験又は検査その他の方法により

監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。 

３ 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録して

おかなければならない。 

（検査） 

第１３６条 契約権者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、自ら又は職員

に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な検査をしなければならない。 

（１） 契約者が給付を完了したとき。 

（２） 部分払を行う必要があるとき。 

（３） 物件の一部の納入があったとき。 

（４） 給付の一部を使用しようとするとき。 

２ 前項の規定により検査を行う者（以下「検査職員」という。）は、契約書、仕様書、設

計書その他の関係書類に基づき、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当

該給付の内容について検査しなければならない。 

３ 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験

をして検査を行うものとする。この場合において、検査又は復元に要する費用は当該契約

者が負担する旨を契約書に明らかにしておかなければならない。 

４ 検査職員は、前３項の規定による検査の結果、契約の履行が不完全であると認めるとき

は、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。 



（検査の立会い） 

第１３７条 検査職員は、前条の規定により検査をしようとするときは、必要に応じ監督職

員以外の職員の立会いを求めることができる。 

（検査調書の作成） 

第１３８条 検査職員は、第１３６条の規定により検査をしたときは、工事検査報告書（様

式第６７号（その１））又は検収調書（様式第６７号（その２））を作成しなければなら

ない。ただし、契約金額が３０万円未満のものについては、関係帳票類に検査した旨を記

録することにより、検査調書の作成を省略することができる。 

（対価の支払い） 

第１３９条 支出決定権者は、第１３６条の規定による検査に合格したものでなければ、当

該契約に係る支出の手続をすることができない。 

２ 第１２７条又は第１２８条の規定により、契約を解約又は解除したときは、当該契約に

基づく給付の既済部分又は既納部分で、検査に合格した部分に対する対価を支払うものと

する。 

３ 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、最終の対価の支払の際

に、これを控除するものとする。 


